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経 済 発 展 戦 略 と税 制 改革 】'
一ASEAN4ヶ 国における1980年代の改革の比較分析一

森 晶 寿.

は じ め に

途.ヒ国の経済発展プロセスにおいてなぜ財政が重要なのか。まず財政は国内

資源を動員 し,.自立的で持続可能な発展のための基盤整備を可能にする。つま

り財政資金は,途.卜 国の政府が租税を通 じて資金を調達 し自ら投資を行いある

いは支援 を行うことによって,経 済発展の推進を可能にするものである。また

同時に,財 政規律はマクロ経済の安定化のための不可欠の構成要素で もある

(WorldRank,1988;McKi㎜on,1991)。 もしマクロ経済が不安定な状況が長

く続けば,民 間.企業は:実物部門,特 に自立的な経済発展の原動力となる工業部

門には投資を行わず,.産 業の高度化を通 じた経済発展 も実現できないであろう。

本稿では,途 ヒ国の経済発展と財政 との相互関係を税制面から検討する。こ

の関係は従来租税構造の発展段階仮説で説明されてきたが,ASEAN4ヶ 国

では妥当していない。そこで1980年 代に実施された税制改革に着目し,な ぜ妥

当していないのかを検討する。

夏 経済発展 と租税構造

租税構造の.発展段階仮説によれば,租 税収入の比重は経済発展段階の初期に

1)本 稿の主 旨は,1995午10月22日 の日本財政学会第52回 大会(岡 山大学)に て報告 された,当 日

の報告に対 して関西学院 大学 の小西砂子夫氏か ら有益 なコ メン トを頂 いた。 この場 を借 りて改め

て謝意を表 したい。なお,本 稿 にあ る誤 りはすべて筆 者の責任 に帰す るものであ る。
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は土 地 課 税 や 関税 に あ るが,経 済 発 展 の 進 展 と と もに 次 第 に 国 内 間接 税 へ,そ

して所 得 税 へ と移行 してい く。 この 仮 説 は,ア メ リカ や ドイ ツで の移 行 パ ター

ン を モ デ ル 化 した も の で あ る こ とか ら,1つ の プ ロ ト タ イ プ と さ れ る

(Hinrichs,1966)。 そ して経 済 発 展段 階 等 の税 制 を 規 定 す る い くつ か の 要 因 か

ら徴 税 可 能 な租.税収.入を導 きだ せ る こ とか ら,途 上 国 で の 税 制 の 整 備 や 改革 の

理 論 的根 拠 と.して 活 用 され て きた21。

この仮 説 は,ア ジ アに お い て も 日本,台 湾 で はお お よそ 妥 当 し,土 地 課 税 を

除 けば 韓 国 に お い て も概 ね 妥 当 して い る。 例 えば 韓 国 で は,国 際 課 税 比 率 の 低

下,国 内 間接 税 比 率 の 上昇 とそ の後 の低 下,所 得 税比 率 の上 昇 とい う明 確 な パ

ター ンが 見 られ る(表1)。

しか.しア ジ ア途 上 国 で あ って も,ASEAN4と 呼 ば れ るマ レ」 シ ア,タ イ,

イ ン ドネ シア,フ ィ リ ピンの4ヶ 国 で は,こ の仮 説 は妥 当 して い な い 。 まず 経

済発 展 段 階 の初 期 にお い て 比 重 が 高 い とされ る土 地 課 税 は,初 期 段 階で も非 常

に小 さ い。 タ イや イ ン ドネ シ アで は む しろ経 済 成 長 と と も に.ヒ昇 して い る。 こ

れ は,.経 済 発 展 の 初期 段 階 で は都 市 の一 部 を除 い て は土 地 の所 有 権 が 厳 密 には

確 定 サ ず,地 価 も確 定 で きなか っ た ため に,土 地課 税が 税 務 行 政 上 困 難 で あ っ

たた め で あ る。.

また フ ィ リ ピ ンを 除 く3ヶ 国 で は,必 ず し も経 済 の発 展 とと もに国 際 課 税 か

ら国 内 間接 税 や 所 得 税 へ とい う明 確 な トレ ン ドを見 せ て い るわ けで は な い 。表

2か ら フ ィ リ ピ ン以 外 で は製 造 業 の付 加 価 値 額 比 率 は上 昇 して い る もの の ,国

.内 間接 税 比 率,個 人 所 得 税 比 率,法 人所 得 税 比 率 に関 して は,対GDP比 率 も

変 化 の トレ ン ドも一 定 の 傾 向 は見 られ な い。

この よ うな明 確 な ト レン ドの欠 如 は,各 国 の 経 済 発 展 の 初 期段 階 に お け る徴

税 の容 易 さ,及 び 各 国 の 政府 が採 用 した経 済 発 展 戦 略 の 相 違 か ら説 明 で き る。

2)例 えば1970年 代 にIMFで は,こ の仮説 に基づいた 「課税努力アプローチ」 を採用 し,途 上国
に税制改革や徴税努力の改善等 の勧告 を行 っていた。課税努力 アプローチとは,租 税収入の水準

が税制を規定する経 済構造 の各要 因か ら内生的に決ま るとしたもので ある。
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衷1ア ジア途上 国の租税歳入構成の変化 (%〕.
'

韓 国 タ イ

1960 1970 1980 1990 1990 1985 ユ990

土 地/相 続 税 6.23 2.17 0.20 1.25 1.34 1.49 3.59

国 際 課 税 17.48 12.79 17.19 ユ2.99 28.52 23.2$ 23.99

輸 出 税 n.a, n.a. 0.00 0.DO 6.73 2.00 0.30

輸 入 関 税 n.a. n.a. 17.19 12.99 21,79. 21.13 23.69

国 内 間 接 税 27.36 35.5日 43.80 38.36 50.13 51.(叫 45.02

個 入 所 得 税 7.26 21.22 12.99 21.10 8.26 13.26 10.45

法 人 所 得 税 3.12 10.64 12.51 14.24 11.09 .10.03 15.32

非原油法人税 一 一 . 一 } 一 一 一

マ レー シ ア イ ン ドネ シ ア フ ィ リピ ン

19801985 1990 1980 .1985 199⑪' 1980. 1985 1990

0,510.60 0.11 0.93 1.26 2.17 0.74 0.89 D.23

36.9424.88 24.71 7.61 3.70 6.76 27.06 26.57 28.81

20.4110.50 9.50 3.08 o.29 0.12 1.53 1.63 0.41

16,5314.58 15.21 4.53 3.42 6.64 25.53 22.23 28.40

18.7621.57 28.03 9.08 18.42 25.06 46.91 40.78 35.34

7,849.99 11.03 1.66 3.80 4.12 11.08 9.31 10.33

34,0540.26 31.44 75.97 70.68 59.92 12.60 15.30 12.72

20.1922.38 20.00 0.67 6.64 11.22 ㎜

一

一

註:国 内 間 播 税 に は,一 般 営 業 税,売 上 高 税,VAT,内 国消 費 税,及 び特 定 のサ ー ビ スへ の 課

税 を含 む 。

出 所:InternationalM..MaryFund,Gover.entFinanceStatisticsYearbook

Repuトi[ofKllr巴a,Ko■eaSし 曲sticalYearbQok,197D,1971.

まず徴税の容易さについては,経 済発展段階の初期段階では土地所有権も土地

の価格もこ.く一部を除 き確定 していなかったため,土 地課税は非常に困難で

あった。 しか し輸出可能な一次産品に対する徴税ははるかに容易であった。と

いうのも,農 産物に対 しては流通段階 と輸出段階で,鉱 物資源に対 しては法人

所得税ないしライセ ンス形態での課税が容易であったからである。そこで経済

発展の初期には,農 産物の生産 ・輸出の堵重が大きかったフィリピンとタイで

は輸入関税 と国内間接税の比率が,鉱 物資源,特 に原油の輸出の比重が大き
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表2GDPの 産業 別構成

(31)31

(鮒

イ ン ドネ シ ア マ レー シ ア

1,974-76 1981-84 1989-92 1974-76 1981-84 1989-92

産業別算出比率

第1次 産 業 計 51.8 48.9 33.6 32.8 31.2 27.5

農 業 31.7 27.4 20.7 28ユ 21.5 18.1

鉱 業 . 20ユ 21..5 13.0 4.7 9.7 9.4

製 造 業 8.9 ユ3.0 20.4 16.7 19.6 27.5

第3次 産 業 計 39.3 38.1 46.0 50.6 49.2 45.1

電力 ・ガス ・水 道,

及び建設運輸通信 9.4 11.3 12.5 11.8 18.8 12.5

商 業 16.6 15.0 16,6. 12.7 12.2 11.4

金 融 業 3.2 5.8 7.0 12.4 .5.9 6.9

政 府 行 政 10.1 7.3 6.6 5.5 11.9 10.6

そ の 他 n.a. n.a. 3.4 8.2 0.4 3.6

産業別輸出比率 `

農 産 物 n.a. 4.8 7.8 6.0 4.1 4.2

鉱 物 資 源 n.a, 87.3 47.3 3.0 66.2 36.2

原 油 n.a. 78.7 37.5 11.3 28.3 15.5

工 業 製 品 n.a. 7.1 41.3 28.0 29ユ 59.2

フ ィ リ ピ ン タ イ

1974-761981-841989-92正974-761981-841989-92

産業別算 出比率

第1次 産 業 計

農 業

鉱 業

製 造 業

第3次 産 業 言f.

電力・ガス・水道,
及び建設,運輸通信

商 業

金 融 業

政 府 行 政

.そ の 他

産業別輸 出比率

農 産 物

鉱 物 資 源1

原 油

工 業 製 品

30.8

28,8

z.1

24.6

44.6

12.1

13.9

3.7

6.2

8,8

35.1

42,6

1.0

15.6

25.4

23.6

1.9

24,9

49.7

15.1

17.3

3.2

4.6

9.5

21.7.

26.3

1.1

25,8

23,3

2】,8

1.4

24.8

51.9

13.1

14.2

3.9

7.0

13.7

13.8

】3.2

22

41.7

32.8

31,2

ユ.5

18.3

48.9

11.6

18.5

6.3

4.0

8.5

58,8

18,1

n,a,.

20.6

23,7

21.8

1.9

19.6

56.7

15..5

18.6

32

4.3

15.2

52,8

10.8

口 ・a・

332

14.5

12.9

1.6

27.7

57.8

15.7

17,0

5,5

3.6

16.0

28.4

.6.5

n.a.

63.7

出 所;AsianDevelopmentBank,KeylndicatorsofDevelopingAsianandPacificCounties,

variousyears
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かったインドネシアとマレーシアでは法人所得税比率が,初 期には高かったの

である。

次に採用した経済発展戦略については,輸 入代替化政策の推進.と国産化のた

めの保護政策の程度とそのマクロ経済への影響に表れている。マレーシアとタ

イは,概 して慎重な財政金融政策を維持 してきたため,財 政赤字は相対的に小

さく,イ ンフレ率もあまり高くはなくマクロ経済は相対的に安定 していた。ま

た関税率は相対的に低 く,外 資流入に対する反発は少なか った。そこで,第2

次石油危機とその後の世界的不況に直面 して財政赤字も経常収支赤字 も悪化 し

た際でも,財 政赤字は財政支出の削減のみで,経 常赤字は輸出促進による経済

.成長と外貨獲得によって乗 り切ろうとした。そこで外資優遇政策や輸出促進政

策,貿 易の自由化政策が導入された。

一方フィリピ
.ンとインドネシアでは,高 い関税を課して国内産業を保護する

とともに資本支出を拡大し,拡 張的な金融政策を実施 し,積 極的に対外借入を

行って経済成長を促進してきた。この結果,財 政赤字は大 きく,イ ンフレ率 も

相対的に高 く,実 質為替レー トも高めに推移 していた。 この状況の下で第2次

石油危機とその後の世界的不況に直面 したため,安 定化政策が優先的に行われ..

財政赤字と経常収支赤字の削減,為 替 レートの切 り下げ等が実施された。包括

的な税制改革は安定化プログラムの1つ として行われ,そ の主たる目的は付加

価値税導入と税制の簡素化を中心 とした歳入増大であった。 しか し外資優遇政.

策や自由化政策は,安 定化政策の優先 と国内の反対から導入の時期が遅 くなっ

た。

しかしこの説明のみでは,な ぜASEAN4ヶ 国で採用した経済発展戦略が

租税構造の発展段階仮説からの乖離を生 じさせたについては,明 らかでない。

・そこで,包 括的税制改革と外資優遇政策が租税構造及び租税水準に及ぼ した影

響を計量的に分析することにより,租 税構造の発展段階仮説か らの乖離を生 じ

させた要因を検討する。
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11ASEAN4ヶ 国の税制改革 と外資優遇政策の内容.

1包 括的税制改革の内容3}

包 括 的 な税 制 改 革 は,財 政 赤字 に よ る マ ク ロ経 済 の不 安 定 化 を防 止 す るた め

の 政 策 パ ッケー ジの1つ と して実 施 さ れ た。 そ こで 改 革 の主 眼 は,短 期 的 に は

経 済 の 歪 み を是 正 して経 済 を 活性 化 させ,中 長 期 的 に財 政 収 入 を 拡 大 さ せ る よ

うな税 制 の 構 築 に 置 か れ た。

4ヶ 甲 の 中 で 最初 にか つ 最 も包 括 的 な税 制 改 革 を行 った の は,イ ン ドネ シ ア

で あ る 。 イ ン ドネ シ アで は,税 制 改 革 以 前 は原 油 関 連 の 歳 入 が全 歳 入 の約7割

を 占 め て い たが,そ れ 以 外 の歳 入 源 か らは,ほ とん ど税 収 を 上 げ る こ とが で き

な か っ た。 これ は,一 次 産 品 以 外 の 産 業 の 比 重 が非 常 に小 さ く重 要 な課 税 ベ ー

ス とは な ら なか った こ と,そ して 原 油 以外 の課 税 ベ ー ス に対 して は所 得 再 分 配

等 を 目 的 に 頻繁 に 税 制 上 の微 調 整(finetuning)が 行 われ た た め,税 制 が 複 雑

と な り執 行 が 非 常 に困 難 とな った た め で あ る。 しか し1980年 代 に入 り原 油価 格

の下 落 に直 面 す る と;長 期 で の財 政収入 の増 大 を 目的 と して ,所 得 税 の 簡素 化,

付 加 価 値 税 の 導 入,資 産課 税 の導 入 等 の税 制 改 革 プ ラ ン を順次 実行 して い った

(表3)。

また フ で リ ピ ンで は,革 命 に よ.るア キ ノ政 権 の 成立 を契 機 に包 括 的 な税 制 改

革 が行 わ れ た』 この税 制 改 革 は,イ ン ドネ シ ア と同様 長 期 で の財 政 収 入 の増 大

の た め に,所 得 税 が 簡素 化 され,付 加 価 値 税 が尊 人 され た。 しか しイ ン ドネ シ

アの税 制 改 革 と比 較 す る と,簡 素化 の程 度 も税 務 行 政 能 力 へ の 考 慮 も小 さ く,

税 制 改 革 の 目標 を貫徹 した もの で は なか っ た。

「 方 タイ とマ レー シ アで も,ユ980年 代 半 ば に は対 外 累 積 債 務 が 急 激 に 増 大 し

経 済 も停 滞 した 。 しか し,財 政 支 出 の削 減 に よ りマ ク ロ経 済 の 安 定 性 は極 端 に

は損 なわ れ ず,ま た経 済 の停 滞 も一 時 的 な もの に 終 わ った た め,財 政赤 字 は 包

括 的 な 税 制改 革 を必 要 とす る ほ どに は大 きな 問 題 とは な らな か っ た。 そ こで 歳

3)イ ンドネシアとマ1/一シアの税制改革の詳細な内容については,森,1998を 参照さ.れたい。
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表3ASEAN4ヶ 国における税制改革

国 名 実施時期 種類 内 容

フ ィ リ ピ ン 1986所 得 税

資産課税

1988間 接 税

事業 ・取引 ・専門技術を課税ペース とす る個 人

所得税への差別的税率の撤廃 と,修 正粗所得

に対す る.・律課税方式(1-35財 累進 課税)へ

の以 降 、

法.入所得税 を純所得 に対す る2農 階累進課税か

ら,修 正粗所得 に対す る 律35%税 率へ移行。

配当所得課税の段階的廃止 と利 チ所得 及び特許

権使用料 に対す る一律 税率 と源泉分離課税 の

採用

財 の重要性 による差別的売上高 税の撤廃。...
一律10%税 率の付加価値 税の導 入

。

イ ン ドネ シ ア1984所 得税

1985間 接 税

輸 入 関 税

1988資 産 課税
1
1989間 接 税

法 人所得税の最 高税率の45%か ら35%へ の引 き

下げと法 人所得税 に係 わ る免 税措置 の撤廃。

個 人所得税制の導入。
一律10%税 率の付加価値 税の導 入。

輸 人関税 の簡素化 と税率の引 き下げを開始。

利子所得課税の導入

付加価値税の課税対象のサー ビス部門への拡大

マ レ ー シ ア1989-95所 得税

間接税

資産課税

法 人所 得 税 率 の40%か ら30%へ の 引 き ドげ。

法 人所 得 を課 税 ベ ー ス とす る開 発税 の段 階的 廃.

1」

改 革 な.し(付 加 価 値 税 導 入 せ ず,ringsystem

を採 用).

改 革 な し

タ イ.1987所 得税

資産課税

1991-92所 得 税

1992所 得税

間接税

個 人所得税 に関す る人的控除の限度額 の引 き上

げ と最低限界税率の7%か ら5%へ の引 き下

げ。

利.了所得 課税,配 当所得課租,キ ャピタル ゲイ

ン課税 の簡素化 と二重課税回避措 置の導入 。

個 人所 得税 に関す る人 的控除の限度額の引 き上.

げ と最 高限界税率 の55%か ら37%へ の引 き下

げ。

未L場 企業 に対参 る差別的法人所得税 率の撤廃。

営 業税 に代 えて付加価値税 を導入.

出所;筆 者作成、
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入増大のために税制面で行われたのは輸入関税の引上げのみで,そ れも外資誘

致のために貿易を自由化するとともに引下げられていったのである。付加価値

税の導入を中心 とする税制改革が必要と認識するのは,財 政需要の急速に高ま

る.・方で租税収入の不足が明白となった1990年 以降のことであった"。

要約すると,付 加価値税導入と税制の簡素化を日的とした包括的な税制改革

は,マ クロ経済の安定性が脅かされたことが契機 となって実施されたといえよ

う。 とい うの も,イ ンフレ率高騰や通貨切下げによる資本逃避を防止するため

には,歳 入増加による財政赤字削減が,信 用の供給制限とともに,優 先的に必

要とされたからである。そして特にフィリピンとイン ドネシアで実施されたの

は,IMFと 世界銀行がより強力に助言を行い,構 造調整を推進する目的で資

金を支援 したことが大きく影響 しているものと推察される。

2外 資優遇政策の内容

マ レ「シアでは,ユ980年 代初頭の旧堺 的不況に直面 して重.i:業化政策が行 き

詰まり,外 資誘致による輸出志向型工業化へと経済発展戦略を大きく転換 した。

そ こでまず1986年 に外資のユOo%所 有を認可 し,自 由貿易区内で一一定比率以上

の輸出向け生産を行う外国の投資企業に対して単独出資を容認した。 この措置

を契機に,ユ986年 から88年にかけて,表4に 見られるような外国企業の投資を

念頭に置いた寛大な税制上の投資奨励措置を次々と導入した。さらに表5に 見

られるように,国 内.市場向け生産に関しても分野別投資規制を撤廃 して外資の

活動一般を優遇し,ま た投資保証協定を締結して外資の財産没収をしないこと

を明言 した%こ うしてマ レーシアは,税 制面及び外資所有/投資分野規制緩和

の両面から外資にとっての魅力的な環境づくりを進めたのである。

タイも比較的寛大な外資優遇措置を設定していた。まず外資所有規制に関 し

.4}も っともタイで1992年 に導入された付加価値税 は,課 税例外項 目や0%課 税等税務行政を無視

.した複 雑な制度であ ったため,か えって闘接 税か らの税収 を減 らす結果 とな った,.

5)さ らにマ レーシアで は,外 資の利潤の本国送還 を考慮 して,二 重課税防止協定を外資の輸 出国

と締結 する等,外 資 の投資 リスクを軽減させるための制度 を整備 して きてい る.
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04ASEAN4ヶ 国 におけ る外資優遇税 制

導入年 内 容

フ ィ リ ピ ン 1987投 資優先分野への一定要件 を満たす新規投資企業 に対す る所

得税免税措 置の新設

資本設備輸入の無税 ・無 関税措 置の非輸出企 業への拡大

イ ン ドネ シプ1984法 人税免税措 置廃止。加速原価償却率適用範囲の拡 大のみ復

活。

1986関 税払戻 制度 の適用範 囲縮小

保税加工 区の設置

1987輸 入割当制及び指定輸入業者制の解除に よる輸入障壁 の緩和

維持 ・鉄鋼 ・電機 ・自動車産業 に関連す る輸 入の関税免 除。

1993輸 出志 向企業 と保税倉庫地域 に関す る規制の簡素化。

マ レー シ ア1986投 資促進法 〔IPA)制 定 による輸出促進企業への租税優遇

措 置導入パ イオニア ・ステー タスを持つ企 業が既存企業 の

拡張 ない し投資 を行 った場 合の法人所得税 の免税期 間の5

年間延長。

投 資税額控除 を認め られた企業への5年 以内の適格資本支 出

に対 する最高100%の 資本控除の容認。

輸出用生産の付加価値額 の10%相 当額,及 び輸出用 生産 のた

めの国内原材 料価額 の5%相 当額の,課 税 対象か らの控 除

加速減価償却制度や 再投資控除制度の有効期 間の延長。

輸出信 用保 険料,及 び輸出促進費の「重課税控 除措 置の導入

ユ987輸 出促 進企業 に対す る租税優遇措置の強化。

輸 出業績 に基 いた製造業者 に対す る法 人所得税 の課税控除率

の拡 大 と輸 出業者 に対す る輸出控除の容認 。

加速減価償却控 除制度 と再投資控除措 置の延 長,及 び再投資

控 除に関す る控除率 の引 き上げ。

1991選 択的投資優遇税制へ の移行

法人所得税 の免税期間限定,及 び投資 税額控 除限度率引下げ

戦略的プロジェク トに対.する投 資への100%課 税免除容認。

タ イ1972機 械 ・原料 ・中間財へ の輸 入関税 と取 引高税 の租税還付措置

法 人所得税の3-8年 間の免除 と損失 繰 り延 べ措置 の導入.

1977保 税 倉庫施設制度創設,輸 出用製品に係わ る投入へ の免税措

置

1985中 間財 ・原材料 にタイす る従価 税の5%の 引 き下げ

出所:筆 者作成。
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表5ASEAN4ヶ 国 にお ける外資所 有比率 規制 と投資分野規制 の緩和

導入年 内 容

.イ ン ドネ シア1984

1986

1987

1989

1993

外 国民 間投資認可 申請手続 きの簡素化

10Q%輸 出向け生産企業 に タイす る操業時点 での外 資の95%

所有,5年 以内の80%所 有の容 認。

イン ドネシア国籍の所有者 が過半 数の株式 を所有 してい る場

合の外資.系企業の国内資 本投資 との待遇 の同一化。

外資系合弁企 業の株 式の.イン ドネシア側 の保有比率を過半数.

以上にす る猶予期 間を10年 か ら15年 に延長。

100%輸 出向け生 産企業 に対す る外資95%所 有の容認。

政府の投資優 先 リス トをネガテ ィヴ リス トへ変更。

保税.倉庫地域 及び輸 出加工 区以外での外国投 資 に対 して創業

時点 での外資ユ00%出 資 を容認。

マ レー シ ア1986.製 品輸 出比率が50%以 上 の企業 に対 ず る 自由貿易 区(FT

Z)内 での企業設立 に対す る100%外 資所 有比 率の容 認

1988国 内市場志向型及 び非製造業分野への投 資につ いて も,製 品

輸出比率が20錫 以上であればユ00%外 資比率 を容認

1992選 択的外資優遇政策への転換

100%の 外 資比率容認 を,製 品輸出比率が50%以 上の企業か

ら80%以 ヒの企業へ と限定

フ ィ リ ピ ン1991政 府 の 投 資 優 先 リ ス トを ネ ガテ ィ ヴ リ.ストへ 変 更 。

タ イ1972外 国投資家の 自国投 資家 との同等待遇 の保証

奨励分野への投 資 した企業 の優先企業待遇

1989選 択的外資政策の導入

奨励重点業種の限定,タ イ側 の資本参加比率上昇要件の導入

出所=筆 者作成。

て は,既 に1962年 に優 先 分 野 に お け る 外 資 め100%所 有 を 認 可 して お り}比 較.

的 自由 に外 資 は流 入 す る こ とが で きた帥。 ま た税 制上 の優 遇 措 置 に 関 して も,

ユ972年 に は外 資 に対 す る優 遇 税 制 が 設 け られ て い た 。 この た め ,1980年 代 に追

加 的 に実 施 され た優 遇 税 制 は,輸 出促 進 目的 に限 定 さ れ て い た 。 これ は,第2

次 石 油 危 機 を契 機 と した 世 界 的不 況 を 経験 した 教 訓 か ら,「 輸 入代 替 に よ る重

6)1970年 代 後半に外資 に対す る反感か ら一時期外資に対す る引 き締 めが行われた。 しか し,日 本
の商 社以外 は実質的な影響 を受 けなか った(Kaosa..and,1988)。
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工業化促進の継続の下での輸出促進政策の展開」 とい う方針を貫き,.貿易自由

化を大きくは進展させなかったためである。輸出促進税制は,為 替レー トの切

り下げとともに,反 輸出バイアスを相殺するために強化されていったのであっ

た。

.インドネシアは,外 資導入に慎重でかつ実施時期 も遅かった。1970年 代後半

に導入されていた租税インセンチィヴも1984年 の所得税改革の際に簡素化を理

由に撤廃されたため,外 資にとっての投資環境は魅力的なものとは云えなかっ

た。 しか し原油価格の暴落に直面 し1も はや外貨獲得を原油輸出のみに依存す

るこ.とがで きなくなると,外 資導.入による輸出主導型工業化を目指して,為 替

レー トの切下げを手始めに外資優遇措置 と貿易 自由化を徐々に進めていった。

そして輸入制限撤廃,非 関税障壁の関税化 と関税率の継続的かつ段階的な引下

げ等の貿易自由化措置を導入し,税 制に関しても輸出企業に対する関税松炭制

度の創設や保税加工区の設置等,輸 出が有利 となるように再構築 していった

(表4)。 また外資所有に関しても,ま ず外資の95%所 有が容認され,199$年 に

は条件付 きながら外資の100%所 有が容認されるようになった。投資分野規制

についても,1989年 に投資優先 リストがネガティブリス トとな り,投 資手続 き

も簡素化され,マ レーシアやタイより時期は遅れた ものの,外 資にとつ.てより

魅力的な投資環境が整備されてきた(表5)。

.フィリピンは4ヶ 国の中で最 も外資導.入に慎重であった。これは外資に対す

る警戒感が非常に強 く,国 内産業の保護 ・育成政策に重点が置かれていたため

である。 しかもその結果,反 輸出バイアスがかかっていたことから,国 内の製

造業は輸出向け生産をあまり行わず,直 接投資された外資も国内市場向け生産

に従事するか,国 内の影響をほとんど受けない 「飛び地」での委託加⊥を行 う

のみとなっていたη。 しか し債務危機に直面すると,.経済構造改革の一環とし

て外資優遇政策が導入された。まず税制に関 しては,1987年 の包括投資奨励法

7)野 原,1987に よ れ ば,

め て い た.

フ ィリピンの委託加工輸出は,1975-83年 に裏品輸出総額の30-50%を 占
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が制定され,投 資優先分野.への投資企業に対す る所得税免税制度δ,や輸出加工

区内企業に対する所得税免税 と固定資産税の部分免税が容認された。また投資

分野規制に関しては,1991年 に規制がネガティブリス トに変更になり,投 資認

.可手続き.も簡素化されて,制 度.面では他のASEAN諸 国 と同様な外資優遇制

度が整備された。

要約 しよう。マレーシアとタイでは外資に対 して税制面でも所有面でもかな

り寛大な外資優遇政策が導入された。 これは,伝 統的に外国資本の流入に対 し

て比較的反発が少な く,ま た国内における参入規制 も相対的に少なかったこと

が要因と考えられる。一方インドネシアでは,無 条件での外資100%所 有は容

認されず,ま た税制についても法人税減税や投資減税は採用されず,輸 出促進

税制の適用範囲 も狭いなど,マ レーシアや タイと比較するとその優遇度は小さ

か った。フィリピンではさらに輸出促進のための輸出信用制度も創設されず,

また外資所有規制も.緩和されなかった。これは,マ クロ経済の安定化が優先さ

れたことに加えてこの2国 では伝統的に国内産業の保護政策が採られてきたた

めに,外 資に対す る反発が強かったためと考えられる。

m税 制改革と外資導入政策の税収への効果

1.実 証方 法 とデータ

租 税 構 造 の 発 展 段 階仮 説 を基 に途 上 国 の 「徴 税 努 力 」 を検 討 したChelliah,

1971で は,対GUY比 で の 租 税 収 入 に影 響 を及 ぼ す もの と して,対 外 開放 度,

所 得 水準,国 民所 得構 成 の3つ を挙 げ,対 外 開 放 度 の 指標 と して輸 出比 率 を,

国 民 所 得 構 成 の指 標 と して鉱 業 部 門 比 率 を用 い て い る。 そ して 多 重共 線 性 を避

け るた め に,非 鉱 業輸 出比 率,輸 出 を除 い た1人 当 た り国 民所 得,鉱 業 部 門 比

率 の3つ を説 明変 数 と して ク ロ ス ・カ ン トリー 分 析 を 行 っ て い る。 彼 は,工 業

8>ManaSan,1992は,こ の新 たな投資 イ ンセンチ ィヴは,む しろ非輸出パ イオニ ア企業 を優 遇 し,

かつ資本利用を優遇す るバ イアスがかか ってい るため,輸 出支援 の要素 をか えって小さ くした と

指摘 している。
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化比率 も影響を及ぼす と指摘 しているが,1人 当た り所得氷華 との相関度が高

いことか ら,計 量分析においては説明変数から除かれている。

しか しこの方法では,.工業化の進展が租税収入に及ぼす影響を直接分釈する

ことはで きない。そこで本稿では,説 明変数を工業化比率,即 ち全産業の付加

価値額に占める工業部門の付加価値額の比率 と,工 業輸出比率,即 ち全産業の

付加価値額に占める..L業製品輸出比率の2つ.に 絞って回帰分析を行う。しかし.

この2つ の変数問には高い相関関係が予想される。そこで多重共線性を避ける

ために,そ れぞれの説明変数について独立に回帰分析を行った。またマレーシ

アとインドネシアの場合には,原 油 ・ガスからの租税収入がかなりあるため,

租税収入が必ず しも工業化の進展を反映したものにはならない。そこで被説明

変数に非原油歳入比率を用意 して,そ れぞれについて回帰分析を行った。

次に,租 税収入の増加に外資流入と外資優遇税制がどの程度貢献したのかを

検討するために,実 質歳入が貿易自由化及び外資優遇政策を実施する以後,ど

の程度の変化をもたらしたかを検討した。そして,説 明変数を外資工業化比率,

即ち全産業の付加価値額に占める外資の所有あるいは生産比率の高い工業部門

の付加価値額比率を用いた。ここに相当する部門は,ま ず4ヶ 国共通のものと.

して電気 ・電.f・と繊維が挙げられる。マレーシアでは,こ の2.つ の部門の付加

価値額に,外 資所有比率が高い石油/石 炭∫ゴム,一 般機械及び精密機器の各

部門の付加価値額を加えた9〕(岡本,1995参 照)。 また外資は主 として輸出向け

生産を意図していたことから,外 資工業輸出比率,即 ち全産業の付加価値に占

める外資の所有あるいは生度比率の高い工業部門の輸出比率を説明変数とした

回帰分析 も行った。

なお,被 説明変数および説明変数を計算する際には,イ ンフレーションに伴

うバイアスを除 くために,す べて1985年 価格でデフレー トした実質額を用いた財

9)イ ン ドネ シアで は紙 ・紙製品,及 び化学品の付加価値額 を加 えて回帰分析 を行 った。 しか し外

資優 遇政策の導入 が遅か ったことか ら,計 量分析では有為な結果は得 られ なかった。
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2実 証結果とその含意

2,1包 括的税制改革の租税収入への効果

まず,フ ィリピンとインドネシアで実施された包括的税制改革の効果を検討

する6こ の効果は,そ れ自体による直接的な歳入の増大に加え,マ クロ経済の

安定化の回復によって:..「業化が進展することから歳入が増大する間接的効果が

期待される。

まず直接的な効果を,表6の 推定結果をもとに検討 しよう。フィリピンでは,

租税収入の所得弾力性の値は,税 制改革後には急激に上昇 している。 しか し税

制改革の効果を独立に検討するために対象を全期間としてダミー変数を挿入す

ると,所 得弾力性は1以 下 となり,ダ ミー係数も非常に小さい1。〕。.このことは,

所得弾力性の上昇億見せかけのものであり,税 制改革の結果でほないか もしれ

ないことを示唆する.。

インドネシアでは,全 租税収入の所得弾力性は税制改革後の期間にはあまり

変化していないが,非 原油租税収入の所得弾力性は急激に上昇 している。しか

もダミー変数を挿入 しても所得弾性値は1以 上であり,ダ ミー係数 もフィリピ

ンと比較するとかなり大きい。このことは税制改革の結果,1985年 以降減少を

・始める原油からの歳人を非原油税収の増大が補い,か つそれ以上の歳入をもた

らしていることを意味 している。

このこ.とは,フ ィリピンでは税制改革の歳入への直接的効果はインドネシア

に比べて小さかったことを意味 している。また所得弾力性の係数値の上昇が小

さいことから,工 業化の進展を通 した租税収入への効果 も小さかったことを示

唆している。

そこで,工 業付加価値額一GDP比 率(工 業化比率)及 び工業輸出額一GD

P比 率(工 業輸出比率)を 説明変数として回帰分析を行うと,フ ィリピンでは

10)ダ ミー変数は,税 制改 革が実施 され始 めた翌年の1987年 を境に,そ れ以前 をG,以 後 を1と し

た。 しか し,1987年 以後には税制改革 と同時 に自由化政策等の経済構造調整 政策 も実施 してお り,

ダ ミー変数の係数値が全 て税制改革帰 因す るもので はない ことは留意すべ きで ある。.
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表6ASEAN4ヶ 国の租税 収入の所得弾力性

国 名 従属変数 期 間 DW.[鋼CHOW

マ レー シ ア 金 蔵

イン ドネシア

タ イ

7ィ リ ピ ン

入1974-931.型塗 墨 鴨 聖鋼

1794-8・…LNR7rl:77+1,31LNRYSI(14]

1987-93;LNRT一 語:駕+,ll裟LNRr

非原薮 入.1974-93「 五雨b・T≒1鑑1豊 製図

1974-86 LWORT=一2.94十1.11LNRr〔.3.07:.u2
.44}

1987-93[璽(羅 ヨ 窒鮒,!:軸 明

1975-87

1988-93

1975-93

全 歳.入1974-92

1974-83

玉984-92

全 歳 入1975-92

1975-88

1989-92

1975-92

LNNσR7」一3.78十LO8ムNRrト0.39D1
〔i.2⊇:.1..L.嗣〕{z.鋤

. LNRテ=一2.44十1.27LNRy
1..13.58:.〔42.隻自:....

LNRア ≡一1、鼠 子1.16.益 ・RY
〔・3.45:.〔12.72:

LNRT=燦:99+1.35LNRY60)1990

LNR7=一2.08十1.20LNRY
〔5.聞}.75:.

LNRT=0.97十 〇.67LNRy
l:1.Ol〕`4.03;.

LNRT一 一β}ll}場落画

LNRT=0・ 昏皐+D,エ5LNRy+q,09D1

0.930.90

2.090,95

1.460.757.59

1.090.91

2.340.93

1,270.器7.30

0.270.87.

0.780.84

1.800,9617.艇

0.280.90

1,270,99

1.600、95

工,160.991.餌

0.490.66

1.20.0,鼠

1.610.6515.10

0,730.82

. 註:LNRyはGDPの 対 数 表 示,刀>RTは 実 質 税 収 の,LNNORTは 実 質 非 原 油 税 収 の 対 数 表

示 。

デ ー タ 出 所:HankNegaraMalaysia,QuarterlyBulletin.

MinistryofFinance,FO7eigenTradeStatistice(lndonesia,Thailand)

Banko[Thailand,Quarter】vBulletin.

BankIndonesia,Ind〔 ガ【LesjanFinancぬLSta廿stics.

NatiDnalStati5ticalCQ(prd,natklnBりard,PhilippineStπlt賊icalYaer加ok.

UnitedNa廿Dns,1992.,Nationa】AccountsStatistics:AnAggregatedandDetailed

Tai」L卵.

-
.」
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貿易及び外資の自由化政策の実施以降,工 業輸出係数は正で有意な値をとって

いるが,工 業化比率は負で有意な値ではない(表7,表8.)。 これは外資規制

の緩和によって外国資本が流入し,そ のことが原材料と資本財の輸入を増加さ

せて輸入関税を増加させたということが主要な要因 と推察される。 しか し貿易

及び外資の自由化を進展 させた期間には,マ クロ経済が不安定な状態で推移 し.

たために投資.水準が回復せず,」:業 付加価値額比率の上昇という意味での工業

化はほとんど進展しなかった。このために国内の製造業を活発化させるまでに

は至らず,し たがって国内企業か らの所得税の増大 という間接的な効果を持た

なかったことを意味する。

一方イン ドネシアでは,貿 易及び外資の自由化政策の実施以降,工 業化比率

及び工業輸出比率の係数ともに統計的に有意に上昇 している。そ して同様の結

果が,ダ ミー変数を挿入した回帰分析で も得られている。これは自由化政策が,

生産の比重を原油ガス部門から製造業部門に徐々にシフトさせ,そ の結果租税

収入の増大にも貢献するとい う間接的効果が現れ始めてきているもの と推察さ

れる。

.両国の税制改革の効果の相違の要因は何に求められ るのであろうか。第1の

要因としては,税 務行政の強化 と納税者の納税義務意識の改善を戦略的に組み

込んだ税制改革の実施が挙げられる。BirdandJantscher,1992は,税 務行政

改革が成功するための条件 として,税 制の簡素化に加えて包括的改革計画の立

.案と,政 治的 ・運営上のコミットの2つ を挙げているが,イ ンドネシアでは立

案段階からこの2つ を考慮 レて税制改革を実施 してきた。具体的には,所 得税

制の簡素化,付 加価値税での0%税 率や課税除外項 目の排除,工 業製品の出

荷 ・輸入段階のみでの課税,税 務行政能力の改善に対応 した課税ベースの拡大

等,税 務行政能力を考慮 した税制の構築を目指 し,同 時に民間部門に対する抜

き打ち調査 と監査の強化によって税務行政強化に対する政治的コミットメント

を行い納税意識の向上を図ってきた。この結果,.直接的には付加価値税からの

租税収入が急速.に上昇 し(付 表1),間 接的には工業化の進展に見合った租税
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07ASEAN4ヶ 国の工業 化比率 と歳入比率変化

国 名 従属変数 期 間 D.W.CHOW

マ レー シ ア 全 歳 入1974-93

1974-86

1987-93

非 原 早由歳 入1974-93

1974-86

1987-93

イ ン ドネ シ ア 金 蔵1,1975-93

1975-87

1988-93

非 原 油 歳 入1975-93

1975-87

1988-93

1975-87

1975-93

タ イ 金 蔵

7ィ リ ピ ン 全 歳

入1974-92

.1974-83

1984-92

1988-92

×1975-92

1975-8呂

1989-92

1975-92

ムNR7」 婁・2㍗0・10五NMy

LNR㍗一 〇・2～十ユ・29ムNMY

加R7』1:評贈 ∠細7

LIV1>(,RT=3.34-0.20ムNMY.
:r1.75,

LNNORT=1,53十 ⑪,53加MY

LNハTORT=1.93十 〇、28LIVMY:
2.54.〕:Lo6,

LNRT=3,19-0.13LNMY

LI>1{.テ⊆ 窪.27-0.16LNハfy

',闘R㍗ 星.ll十q・23LNMY

LNNORT-2駕+㈱LVMY

五NNORT≡1.75十 〇.11ムNMy〔
4.11.〕.:o.軋恥

L八F八70RT=`ゴ.1.94+1.41五 担 」vyI/6
.1PI:.2.79,

:・3、曲

〔2、.37.〕

五NR㍗ ⑪,17十 〇.79"MY…〔o.GO)1.8
.85,

. LNR..奔.:r:25耳婿

LNRT旨 τ⑪751+.1700ムjVハ引「Y

五NR7『 囎+、1:講幽

LNR7旨 濡+21欝五NMYl

LNRトー4.55↑2.17測My.1.1
・些,

ムNR㌃7・12-L39LNMy
1-1.19)

協.37〕

LNNθR卜3:16一 。・59LNMy+。:41Dll

LNNORT=J,60十 ρ.肺ムN,vy十 〇,40Pl

O.940.03

2.670.57.

1.370.187.33

1:15.0.15

2.640.19

1.190.18.5.40

0.920.12

0.810.09

1.500,060,21

0甲250,52

0.000.45

2.460.9013,44

1.290,70

0∠280.63

1.860.39

1.840.56

1.970.853,00

2.700.84

0.480.02

1、480.24

0.870.1914,56

0.800.43

許:LNMYは 付加価 値額に占め る工業製品比率,LNRTは 政府 歳入,ムNNORTは 非原油歳

入をそれぞれ対数表 示で表 した ものである畠

デー タ出所:表6に 同 じ。
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表8ASEAN4ヶ 国の工業輸 出比率 と歳入比率変化

(45)45

国 名 従属変数 期 間 D、W.[ICHOW

マ レー シ ァ

イ ン ドネシア

タ

全 歳 入1974-93

1974-86

.1987-93

非 原 油 歳入1974-93

1944-86

1987-93

全 歳 入1975-93:

1975-87

非 原 油 歳 入1975-93

.1975-87

[LNR㍗ 身鋤1:禦 五NME

唾 器}+,蝦酬慨
LNRT=2.56十6」09ムNME:{.5コ.:o.5m

[i巫1創79襯L嗣E
LNNORT=2 i8:胴 麗

LNNORT一一　:摺+騰LN劃

ゐNNOR堀.31-0.05
ss)tzs;五 識 司

イ 全 歳 入

ブイ リ ピ ン 全 歳 入

巫 羅 三1:鼎WE己.
LNNOR讐 耀+身:認LN囮

区画 星鴉:孟1一、1:1a?LAME

19認一93[巫亜 罐 驚 ・N慨

1975-87[聖 」羅1鍔 捌E+腿Dll

1975-93

1975-92

1975-83

重984-92

1988-92

1975-92

1975-86

1987-92

1975-92

耀NOR曝 講 珂 艶 塑E+
、0.28D1

ムNR㍗ 濫署+21匙NME

LNR蜜1鋤画

...

ηVRT=2,2与+O.19LNAIL伐
1{.「川 〔.畳.巳1:

㎜T-1,55十 〇,45LNME〔
陶..〃;.〔455;

国璽 量†蝦ムWE
ムNRT〒嘉詔書語加 瘤

ムNR卜2麟 〒震:翻LNME

塵 玉1:塁}.一〇.IOLNM叫 註IP1

0,950.02

1.980.54

1.430,077,29

1..000.48

2.240『04

1.070.185,46

1.020,21

1.570,010.44

0.390▼59

0,540.OG

1.930,959,73

2.260,94

0・270.』65

1.340.83

1.400.41

0.820.750,85

2.610.872.80

⑪.53.16

1.050.29

2.140.6911.24

0,810.38

註:LAMEは 輸出に占める工 業製品比 率を対数表示で表 したものであ る。

デー タ出所:表6に 同 じ.
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収 入 を確 保 で き る よ うに な った ので あ る。

対 照 的 に フ ィ リ ピンで は,政 治 的 な 要 因で 所 得 税 は おろ か付 加価 値 税 に お い

て も課 税 ベ ー スを 縮小 さ せ る多 くの例 外 規 定 が 復 活 して きた 。.また 税務 行 政 能

力 も,政 治 的 コ ミ.ットが小 さ か っ た こ とか ら遅 々 と して 改 善 され ず,納 税 意 識

が 向 上 せ ず 租 税 浸 食 もあ ま り改 善 され なか った1%こ の結 果,包 括 的 な税 制 改

革 は租 税 収 入 へ の 直 接 的 な 貢献 は小 さ く,ま た所 得 の増 大 に比 例 した租 税収 入

を得 られ る租 税 シ ステ ムに 再構 築 で きなか っ た と云 え よ う。

効 果 の 相 違 を もた ら した も う1つ の 要 因 は,直 面 した 累 積 債 務 問 題 の 深刻 さ

とそれ に よ るマ ク ロ経 済 の 不安 定化 の程 度 で あ る。 イ ン ドネ シ アで は財 政赤 字

は対GDP比 で の4%を 超 え る こ とは な か っ た。 また 対 外 債 務 比 率 も政府 が厳

格 な債 務 管 理 を行 った 結 果 フ ィリ ピ ンに比 較 す る と小 さ く,し か も大 半 は先 進

国政 府 及 び 国 際機 関か らの借 入で 民 間 部 門 か らの借 入 は非 常 に少 な か った1%

そ して財 政 赤 字 の 拡 大 を認 識 す る と政府 の資 本 歳 出 を削 減 して 財 政 バ ラ ンス の

均 衡 化 に努 めた 。 この2つ が イ ン ドネ シ アで マ ク ロ経 済 の 安 定 性 が 大 き くは損

なわ れ なか った 主 要 な 要 因 で あ る 。 こ う した マ ク ロ経 済 の 安 定 化 へ の 努 力 が,

そ の後 の貿 易,外 資 導 入,金 融 等 の 分野 で の 自 由化 政 策 と相 俟 って 民 間投 資,

特 に製 造 業 部 門 に対 す る投 資 を 魅 力 的 な もの と し,工 業 化 の進 展 に伴 う租税 収

入 の増 大 を可 能 にす る基 盤 を形 成 した の で あ る。

.一 方 フ ィ リ ピ ンで は
,石 油 危 機 に 直 面 した 際 に政 府 の資 本 支 出 も国 内信 用 も

拡 大 し続 け た。 この 結 果 イ ン フ レ率 は 急..ヒ弄 し,財 政 収 支 と経 常 収 支 は 急速 に

悪 化 して対 外 借 入 は急 速 に膨 張 した 。 そ して1983年 に為 替 レー トが 切 下 げ られ

る と,経 常 収 支 が 一 層 悪 化 して 民 間 部 門 の倒 産が 相 次 ぎ,ま た 大 量 の 資 本 が 海

11)DioknQ,1995に よれば,Man且sanは,1991年 には個人所得税からの未徴収の歳入4&404億ペソ,

付加価値税からの脱税は291億ペソと推計し,潜在的課税所得の70%が 混食されていると指摘 し

ているとい う。またデー タは少 し古 くなるが,Klmishi,1993で は,フ ィリピンでは1988年に

75,9-80.6%,1991年 に65.4-73.1%の が,.イ ンドネシアでは抜 き打ち調査 を行った1987年 に

66.6-76、2%の潜在的課税所得の浸食があったとされている。

12)イ ンドネシアの場合,日 本や国際機関が民間部門に対する債務を減少する目的で新規融資を

行ワたために,債 務危機が深刻にならなかったものと考えられる。この点については別稿で改め

て検討したい。

こ

」
「
.
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外 へ逃 避 した 。 この 事 態 に 対 処 す る た め に 政府 は財 政 支 出 を拡 大 した た め に財

政赤 字 は さ ら に拡 大 し,最 終 的 に債 務 リス ケ ジ ュ ー ル へ と追 い 込 ま れ た の で

あ った'㌔ こ のた め,包 括 的 な税 制 改 革 が 行 わ れ て も,対 外 累 積 債 務 の返 済 の

た め に財 政収 支 を 回復 させ られ な か った(付 表2)。 この結 果,財 政 赤 字 と 国

債 発 行 に よ る利 払 費 の増 大 との悪 循 環 を繰 り返 し,イ ン フ レ率 は...一時 的 に しか

下 落 せ ず,マ クロ経 済 が不 安 定 な状 態 が 長 く続 い た の で あ る。 この よ うな状 況

の 中 で,ま ず 民 間投 資 全 体 の水 準 が 小 さ くな り,そ の 中で も工 業 部 門及 び イ ン

フ ラへ の投 資 は大 き く減 少 した の で あ った 。 ま た外 資 優 遇 政 策 が 導 入 され て も,

外 資 は 国 内市 場 とは切 り離 され た 輸 出 加 工 区 に しか 流 入 せ ず,し か も国 内状 況

か らの 影響 を極 力 排 除 す る よ う に行 動 して い る。 この状 況 は,ほ とん どの経 済

的 イ ンセ ンチ ィヴが 工 業 や 製 造 業 に供 与 され てい る に もか か わ らずで あ る。 こ

の結 果,T:業 部 門の 回復 は.イン ドネ シア と比 較 す る とか な り立 ち遅 れ ,工 業 化

の進 展 の果 実 と して の 租 税 収入 は,現 在 まで の と ころ ほ とん ど増 大 してし・ない 。

2.2外 資優遇税制の租税収入に対する効果

外 資 優 遇 税 制 の 租税 収 入へ の効 果 は,相 反 す る2つ の効 果 の大 き さ を検 討 す

る必 要 が あ る。1つ は,外 国企 業 の 直接 投 資 とそ の生 産 お よ び輸 出 入 を促 進 す

る こ とに よ って潜 在 的 課税 ベ ー.スを拡 大 し,租 税 収 入 を増 加 させ る効 果 で あ る 。

2つ め は,租 税 支 出 を増 大 させ て 租税 収 入 を減 少 させ る効 果 で あ る。 この2つ

の 効 果 の どち らが 大 きい か は,事 前 には知 る こ とはで きない 。 そ こで 回帰 分 析

か ら,ど ち ら の効 果 が.大きか った のか を検 討 す る。

まず 租 税 収.入の 所 得 弾 力性 に 関 して は,外 資 優 遇 税 制 導 入 以 降 ,マ レー シ ア

と タ イで は上 昇 したが,決 して 大 きい もの で は なか った(表6)。 ま た 工 業 化

比 率 の係 数 に 関 して は,タ イで は上 昇 して い る もの の 統 計 的 に有 意で は な く,

マ レー シ アで はか え って小 さ くな っ て い る。 この 結 果 は ,原 油 歳 人減 少 の影 響

13)フ ィリピンでは,中 央銀 行が民 間部 門の為替 リス クのヘ ッジのために無制限 に為替 ズワップを

行 っていた ことから、為替 レー トの切 り下げ直前に資産を外 資に転換 して国外に持 ち出す ことが

可能であ った。
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表9外 資工業化比率 と歳入比率変化

国 名 従属変数 期 間 nw.[CHOW

インドネシ ア 非原 油歳入1980-87「 五画 毒餌+,ll聚LN冊4y2.490.78

198・一9・ … 。・唄 鯉i漕 夢1瞳!l劉1・95。 ・9・

ブ イ1,ピ ン 全 歳 人1975-86LNR噌1、ll+!:39LNFMYI1.520.風

1987-92LNRア 二一!・!6.曹.37LrFMYIO.952.ula.0.52.20.10

1975-92LNR嘱:17増122冊My+。ll6D10.92。39

註llデ ー タの利 用 可 能 性 の問 題 か ら,タ イに つ い て は 推計 で きず 。

デ ー タ 出 所=表6に 同 じ。 た だ し イ ン ド ネ シ ア は,B吐1,PisakSヒa価3tik,MontMySta廿sUk,

1994.mを 利 用。

を除 くために非原油租税収入を従属変数として回帰 しても同じである(表7)。

一方工業輸出比率は
,タ イで もマレーシアで も外資優遇政策の導入以降の値は

統計的に有意な程度に上昇 している(表8)。

次に外資に比重が高い工業部門の生産 ・輸出活動と租税収入 との相関を検討

する。データの制約上,外 資工業化比率についてはマ レーシアについてのみ分

析 した。 この結果,外 資工業化比率の係数は,外 資優遇税制導入以降小さく

なっている(表9)。 しか し両期間とも係数の値は有意でなくかつ相関 も小さ

い。その一方で外資工業輸出比率の係数は,マ イナスからプラスへと大 きく上.

昇 している(表1⑪)。 この結果から次のことが推論できる。マレーシアでは,

1982-86年 の輸.入代替政策による国産化 ・重工業化推進期には,外 資の投資 ・

生産は規制さ.れていたために一部の企業を除いては十分な利潤を得ることがで

きなみった。特に工業輸出を志向す る外資ば,ほ とんど租税収入には貢献 して

いなかった。ところが外資導入による輸出志向型工業化へと転換すると,外 資

系企業が活発に投資 ・.生産 ・輸出入を行い,工 業製品輸出拡大のために部品や

中間財の多くを海外から調達した結果,輸 入関税からの歳入が増大 し,同 時に
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表10外 資工業輸出比率 と歳入比率 変化

(49)49

国 名 従属変数 期 間 -W.[lelCHOW

マ レ ー シ ア

イ ン ドネ シァ

タ イ

フ ィ リ ピ ン

非原油 歳入1974-86

1987-93

非原油歳入1975-87

1988-9・ 国 画Rτ 、鴇1+,1:齪 ・岬 魂

1975-93…LN蟹 δ嘘 孟1+、1:謂五N濯E+9:DI

全 歳 入1974-83.L熈 ㍗ 、繍+1:06LNFME11

19別一92LNR壕:37+0.20LNFMEfit)!AIs」

1988-92乙N・ ・r、1,興 璽 聖 画

全 歳 入1975-86LNπTr2151二Dl!払NFME

1987-90LNRT一 講+贈 測 朋E

1975-9・[璽 煙 型 鴫 鍔D1

2,180幽01

1.070.186、41

0,580.04

1,430.9314.82

01290,58

. 1,360.09

0.即0.711.87

2.130.763.20

.1.110.43

3.490,708.25

1.180.37

註:独 立変数であ る外資主導工業製品輸 出比率(ムN外fE=対 数表示)と は,外 資 の占める比率

が50%以 上の 「業部 門の輸 出額 の全輸 出額 に占め る比率を示 した ものである。

デー タ出所:表6に 同 じ。

外資所有比率の高い産業でより生産額が伸びて潜在的な課税ベースを拡大した

ものと考えられる。 しか し,1987-93年 の外資工業化比率の係数が小さくなっ

ていることから,外 資優遇税制による租税支出額は相対的に大きく,結 果とし

て外資系企業の生産や輸出の増大に比例 した租税収入が得られなかった。

実際マレーシアでは,1986年 以降対GUY比 での法.入所得税からの税収はほ

とんど増加しなかった。ただしこれを以てただちに外資優遇税制の効果とする

には,よ り深い検討が必要である。とい.うあも,外 資優遇税制導入による減収

以外にも法人所得税比率を小さくすることになった要因が存在するからである。

1つ は原油価格の下落であ り,こ の結果として国有石油会社か らの法人所得税

収が対GDP比 で2%近 くも減少 した(付 表3)。 次に,好 景気 と競争力強化

を背景にした全法人企業を対象とした法人所得税 と超過利潤税の税率引 き下げ
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である。最後に租税制度.ヒ及び税務行政上の不備である。マクロ経済の安定化

と好景気による自然増収から,税 務行政能力強化を含む包括的な税制改革は延

期されてきたのである。

一方 タイでは,外 資優遇税制は少なくとも1987年以前は,輸 出向け工業生産

の増大を通 じた歳入増加の効果をほとんど持 っていなかった。これは,法 人税

免税等g優 遇措置や輸出振興税制が既にユ970年代に導入されていたことか ら,

外資にとって優遇税制は既に既得権益化 していたことが主な要因と考えられる。

この結果,所 得税の対GDP比 は相対的に小さく,租 税収入全体の対GDP比

も小さかった(付 表4)。 また輸出振興のために追加的に導入した関税払戻制

度も,当 初は期待通 りの効果を持たなか った。む しろ関税払戻制度の導入は,

輸出向け生産が増大 しない中では,輸 入関税の減少をもたらした。

しか し,外 資が輸出向け生産を開始する1988年 以降状況は一変する。特に外

資輸出比率の係数は急激に上昇した(表10)。 これは流入 した外資系企業が,

輸出向け生産を行 うための資本財や原料等を輸入に頼ったために輸入が増大し,

輸入関税比率が増大 したためである。注目すべ きは,輸 入関税比率の増大が,

輸出促進措置の有資格企業数の急激な増加に伴 う租税支出の増大の中で生じた

ことである助。つまりタイでは,新 規に追加的な外資優遇税制を供与 しなくて

も,輸 出促進のための租税支出を上回る速度で輸出向け生産を行うための資本

財や原料等の輸入が拡大 して,輸 入関税が増大 したのである。

この2ヶ 国の外資優遇税制の租税収入効果分析から,以 下2つ のことが推論

できる。第1に,外 資優遇税制のコストは相対的に大 きい とい うことである。

つまり,外 資優遇税制は租税支出を増大させて租税収入を減少させる効果が大

きいため,外 国企業による直接投資がなされ,そ の生産および輸出入活動が活

発になって課税べ.一スが拡大 しない限 り,租 税収入は増加 しない。,タ イで見

られたように,追 加的な優遇税制に外資を中心 とした輸出向け生産企業が反応

「14)Ak
rasameandWiboQnchudkula,1994.の 推計 に よ れ ば,1989年 時 点 の 租 税 還 付 額 の総 輸 出 額

に 占 め る割 合 は1.8%に も達 した 。

唖
.
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しな.かっ.た場合に.は,潜 在的な税収を喪失することになる'5〕。また優遇度が大

きければ,マ レ「シアで見られたように,外 国企業の投資 ・生産 ・輸出活動が

活発 になっても,法 人所得税比率は低下 したまま推移することになる。

第2に,租 税収入比率の弾力.性が上昇する程度は,優 遇措置に伴う租税支出

額のみならず,流 入 した外資の活動の性格や,そ れを方向付ける受入国側の政

策にも大きく左右される,と いうことである。例えば,貿 易障壁があまりに高

ければ,外 資優遇政策を導入 して も,輸 出向けの工業製品生産を行おうとする

外資はあま り流入することはないであろう。しかしタイの推計結果から見られ

るように,輸 入関税率が相対的に高い中セ輸出向け生産を目的とする外資が流

入すれば,租 税収入は増大 しうるのである。.

Iv今 後の経済発展 と税制一 結論に代えて一一

ASEAN4ヶ 国での分析の結果,工 業化 と租税収入の関係は租税構造の発

展段階仮説で説明されるほど単純なものではないことが明らかにされた。この

理由は,途.ヒ 国が急速な経済発展を行おうとしてきたまさにそのプロセスにあ

る。特に次の2つ が重要である。第1に,制 度を支える行政能力は経済発展 と

ともに急速に確立 ・強化されるものではない。特に税務行政能力の強化と納税

意識の向上は,徐 々にしか進展 しない。その一方で,公 平性,効 率性,歳 入十

分性等の多様な目的を達成するために,先 進国と同様の複雑な租税制度が導入

された。この結果,経 済発農に伴い潜在的課税ベースが拡大したにもかかわら

ず,税 務担当官の裁量と乱用を招 き,納 税者からの信頼も失い,拡 大した課税

ベースから効率的に徴税することはできなかった。このことが歳入の拡大を阻

害 し,財 政支出の増大に追いつけずに財政赤字を拡大させてマクロ経済不安定

15)こ の ことは.外 資優 遇税制が外資誘致の インセ ンチ ィヴ効果を持つためには,イ ンセンチィヴ

の大 きさに加 えて導入の タイミングもま.た重要で あることを示唆 している ようである.し かしそ

の一.一方で,外 資優遇税制や輸出促 進税制 は,.大 量 の外資流入 をもた らす直接 的な誘因となったと

いうよ りも,む しろ外国企業が投 資をす る際の1つ の 「魅力的 な」要因 として考慮 されたにすぎ

ない と考え ることもで きる。こ うした点 につい ての詳細な検討 は,今 後の研 究に待 たれる。
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化の一因となった。また法人所得税の比率が上昇しても,個 人所得税の比率が

変化しないことの原因で もある。

第2に,外 資優遇税制は潜在的な課税べ「スを浸食 し租税支出を大きくして

いる。つま り,工 業化促進を通 じた経済成長を達成するために導.大した貿易自

由化政策や外資優遇税制が,か えって法人所得税の課税ベースを縮小させ,経

済発展に伴 った歳入構成の変化を進展させず,経 済成長に比例 した租税収入を

得 られにくくしているのである。

確かにマレーシアでもタイでも優遇税制を選択的にした1991年 以降非原油法

人所得税の比率が上昇している。 しかしASEAN4ヶ 国では今後 も外資を抜

きにした経済.発展は考えられず,今 後外資をめぐる競争が激化するため,各 国

政府にとって外資に魅力的な環境の整備がますます必要とな6て くる。このた

めに一層の貿易自由化は不可避であるが,こ れは国際課税の比重が今後低下 し

てい くことを意味するpま た場合によっては域内での租税制度の調和 も必要と

なろう。この場合には,納 税者の納税意識の向上や,税 務行政能力の構築なし

で は十分な租税収入が得 られ なくな.るか もしれない。.このように今後 の

ASEAN4ヶ 国の租税構造は,外 資による産業高度化にますます注目 して検

討 していく必要がある。
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